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Ⅰ  

 問１ Ａ 臣民   Ｂ 検閲   Ｃ デジタルプラットフォーム（プラットフォーム） 

 問２ ４ 

 問３ 二重の基準 

 問４ ３ 

 問５ ２ 

 問６ 同性パートナーシップ制度は，地方自治体が同性カップルを婚姻に準ずる関係として公的に認め，証明書

などを交付して生活上の不便の解消を支援する制度である。公営住宅の入居や病院での面会・同意といった

行政・民間サービスの利用を円滑に進めることができるようになる点に意義があるが，法定相続権や税金の

配偶者控除などに関して同性間での法律上の婚姻（同性婚）と同等の法的保護を受けることができない点に

限界がある。(197字) 

 問７ ５ 

 

Ⅱ 

 問１ Ａ 制限選挙   Ｂ ２５   Ｃ 社会的身分   Ｄ 間接選挙   Ｅ 秘密投票（秘密選挙） 

    Ｆ 大選挙区制 

 問２ ４ 

 問３ ２ 

 問４ ４ 

 問５ ３議席 

 

Ⅲ 

 問１ ４ 

 問２ １ 

 問３ ３ 

 問４ ５ 

 問５ Ａ 均衡量 ３０    均衡価格 ６０    Ｂ 均衡量 ２５    均衡価格 ７０ 

    Ｃ 均衡量 ４０    均衡価格 ４０    Ｅ 均衡量 ２７.５   均衡価格 ６５ 

 問６ Ｄ 国内生産量 １０   Ｆ 国内生産量 ２２.５ 

 問７ ２ 

 

Ⅳ 

 問１ Ａ 育成就労   Ｂ ５   Ｃ 家族 

 問２ ４ 

 問３ ３ 

 問４ ４ 

 問５ ⒜ 経済連携   ⒝ １ 

 問６ ２ 

 問７ ２ 

 

                                                  


